
個人情報保護法声明書 

根拠: 10 U.S.C. 113, 国防長官；国防h総省 (DoD) 指令書1000.25、国防総省個人l情報 (PIP) 保護プログラム；国防総省指示書 5200.08、国防総省軍事施設及び物資供給施設の保護、国防総省物理

的安全保護審査委員会(PSRB)；国防総省 (DoD) 5200.08-R、物理的安全保護プログラム；国防総省 (DoD) 指令書5200.27、国防総省に管ﾇ轄外の人物および組織に関しての情報収集（例外的政策）；指令書タイプメ

モランダム09-012、国防総省物理的アスセス制御の暫定的方針ガイダンス；指令書型メモランダム14-005、全米犯罪情報センター(NCIC)保管書類閲覧用国防総省身分証明管理能力事業サービス申請書 (IMESA)；行政

命令9397 (社会保障番号) 改訂版；海軍作戦本部指示書5530.14E、海軍物理的安全及び法執行プログラム；海兵隊指令書P5530.14、海兵隊物理的安全保障マニュアル；記録システム通知NM05512-2、IDカードおよび
アクセス制御システム記録簿およびDMDC 16、安全保障および分析識別管理エンジン(IMESA)：  

主目的：国防総省、米国海軍、米国海兵隊の軍事施設・部隊内で扱われる情報、施設と設備、また国防総省、米国海軍と米国海兵隊の安全責任範囲内฀の地域では安全責任のた
め、指定された人口の生体認証データベースと、それらに関連するデータ処理・情報事業サービスを使用して特定の個人を認証し確認し、米国・連合国・連合政府・国家の情報と地域の安全保障を守るために、バッ
ジを発行、紛失したバッジの再発行、離職の際のパスの回収、訪問者の統計、施設の入域許可の情報収集、人々の入退時間の管理を行う。 

日常的利用：指定の契約業者、連邦機関と外国政府に海軍関係施設内への入域を付与するため。 

 情報開示：情報提供は任意。しかし要求された情報を提供しなかった場合、国防総省内の施設、設備、建物への入域の利益と特権が却下される。
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